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うるおいが活力を生む環境都市



日立市

日立駅

常陸太田市

高萩市

太平洋

東海村

  表紙写真

○絵画パネル設置作業：ＪＲ大みか跨線橋

平成１８年度から落書防止と環境美化、そして防犯を目的に大み
か小学校の児童と茨城キリスト教学園の中学生・高校生・大学生が
描いた絵画パネルを関連団体（大みかコミュニティ推進会・日立市
建築塗装組合・日立市）が協力して、ＪＲ大みか跨線橋に設置する
啓発事業を毎年行っている。
昨年度までに３６枚の絵画パネルを設置し、「街の小さなギャラ

リー」として市民に親しまれると同時に、落書き防止及び防犯に効
果をあげている。

大みか駅
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第１部　市の概要

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より































Th
e 

 e
nv

iro
nm

en
t  

in
  H

ita
ch

i

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第２部　環境の保全

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より
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　                                                   平成１７年３月２５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

　日立市は、朝日立ち昇る太平洋とみどりの阿武隈山地に囲まれた、四季の彩り
美しい近代産業のまちです。
　かつて、鉱山の煙害や河川の汚濁など深刻な公害問題に直面した時代がありま
したが、大煙突建設、大島桜の植栽、下水道整備に見られるように市民、企業、
行政が協力し、問題を解決してきた誇らしい歴史を持っています。
　しかし近年、私たちは、ごみ問題、生態系破壊、地球温暖化、オゾン層破壊など、新し
く困難な問題を抱えることになってしまいました。
　これら環境問題の最大の被害者は、これから後の世代です。将来の市民に対し、
環境と活力の調和した、持続可能な社会を創ることが、今に生きる私たちの使命
です。
　私たちは、今こそ先人の偉業に学び、協力して問題に取り組み、「いのち」の
共生するこの環境を未来に引き継ぐことを決意して、ここに「環境都市・日立」
を宣言します。

　　　日立市環境都市宣言

－24－
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第３部　大気汚染

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より
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第４部　水質汚濁

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より
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日立市環境基本計画

市民、事業者及び市が協力して策定した
　　　　　　　　　　｢日立市環境基本計画｣

－52－
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第５部　騒音・振動

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より
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生活騒音 ここに注意
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第６部　悪　　臭

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より
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第 １ 章 　 悪 臭 の 現 況

１ 概要

不快感・嫌悪感を与える臭気物質の総称を悪臭と呼んでいる。個人によって感じ方の

異なる感覚公害である。においを感じる化合物は2 0万種とも4 0万種ともいわれており、

しかも悪臭は低濃度・多成分の複合臭であることが多く、悪臭の不快感を画一的に表現

することは難しい。その上、脱臭対策も困難な場合が多く苦情解決を難しくしている。

近年、居住環境への関心が高まる一方、住宅地と工場及び商業地が混在するなかで、

より悪臭苦情の発生しやすい状況となっている。

2010年度(平成22年度)の悪臭苦情は６件発生している。また、この他に廃棄物の屋外焼

却によるばい煙の悪臭苦情が多く発生しており、全国的に見ても同様の傾向にある。

－73－

第 ２ 章 　 悪 臭 の 対 策

１ 規制の概要
(1) 法による規制

本市は悪臭防止法に基づき、1977年(昭和52年)に都市計画法で定める用途地域全域が規

制地域として指定され、「特定悪臭物質」８物質について「物質濃度規制」が始まった。

その後、法令改正に伴う特定悪臭物質の追加指定にあわせ、規制物質を順次増やして

いった。1989年(平成元年)には畜産事業場、化製場を対象としたノルマル酪酸等４物質、

19 9 3年(平成５年)には塗装工場等を対象としたプロピオンアルデヒド等10物質が加わり

現在の2 2物質となった。本市における規制基準は、臭気強度2 . 5に対応する濃度規制(表

２－１)である。この規制基準は建屋から漏出する場合を想定した敷地境界線(第１号規

制基準)の地表におけるもので、これを基礎に煙突などの気体排出口(第２号規制基準、

1 3物質)及び、排水の排出水中(第３号規制基準、4物質)における排出基準が算定され、

排出形態に応じた三種類の規制基準が設定されている。

また、1 9 9 5年(平成７年)には、人間の嗅覚を用いて測定する「嗅覚測定法」が採用さ

れ、これまでの特定の悪臭物質ごとの排出濃度に着目した規制に対し、未規制の多種多

様な悪臭物質及び複合臭に対応できる「臭気指数規制」を導入する法改正が行われた。

臭気指数とは、嗅覚を用い臭気を感知できなくなるまで希釈し、その希釈倍数を基礎と

して算定するもので、悪臭苦情の被害に近い規制といえる。これにより、「物質濃度規

制」あるいは「臭気指数規制」のどちらかを選択できることとなった。本市では、現在

のところ臭気指数規制の導入までには至っていない。

(2) 条例による規制

茨城県生活環境の保全等に関する条例では、悪臭特定施設として６施設が指定されてお
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質物臭悪定特 準基制規
)mpp(

準基制規
日行施の 質物臭悪定特 準基制規

)mpp(
準基制規
日行施の

アニモンア 1

7791 年
11 月 52 日

ドヒデルアンオピロプ 50.0

4991 年
4月 1日

ンタプカルメルチメ 200.0 ドヒデルアルチブルマルノ 900.0

素水化硫 20.0 ドヒデルアルチブソイ 20.0

ルチメ化硫 10.0 ドヒデルアルレバルマルノ 900.0

ルチメ化硫二 900.0 ドヒデルアルレバソイ 300.0

ンミアルチメリト 500.0 ルーノタブソイ 9.0

ドヒデルアトセア 50.0 ルチエ酸酢 3

ンレチス 4.0 ントケルチブソイルチメ 1

酸酪ルマルノ 100.0

0991 年
7月 1日

ンエルト 01

酸草吉ソイ 100.0 ンレシキ 1

酸草吉ルマルノ 9000.0

酸ンオピロプ 30.0

－74－

り、本市には該当施設「家畜の糞を原料とする原料置場、発酵施設」が３箇所届出さ

れている。施設へは管理基準が定められている。また、日立市公害防止条例では吹き

付け塗装作業(塗装工場、自動車修理工場における作業に限る)を「悪臭に係る指定作

業」として届出を義務づけ管理基準を定めている。現在の届出数は1 2 3 である。

表２－１ 特定悪臭物質の規制基準(臭気強度2.5)

表２－２ 悪臭発生事業場の悪臭物質測定結果（単位：ppm）

２ 工場・事業場立入調査・指導

2010年度(平成22年度)は、３事業場の立入測定調査を実施した。結果は表２－２のと

おり特定悪臭物質の規制基準以内であった。

場業事定測 日月年定測 ｱﾆﾓﾝｱ 素水化硫 ﾝﾀﾟﾌｶﾙﾒﾙﾁﾒ 化硫 ﾙﾁﾒ 化硫二 ﾙﾁﾒ ンエルト ンレシキ

場工造製品製機無Ａ 61.7.22H 50.0< 100.0< 5000.0< 5000.0< 5000.0< ― ―

①場工学化機有Ｂ 61.7.22H ― ― ― ― ― 500.0< 500.0<

②場工学化機有Ｂ 61.7.22H ― ― ― ― ― 500.0< 500.0<

場工造製品食Ｃ 61.7.22H 50.0< 100.0< 5000.0< 5000.0< 5000.0< ― ―

　なお、日立市では臭気指数の規制基準は設定されていないが、２事業場の悪臭排

出状況を確認するため、臭気指数を調査した。結果は表２－３のとおりである。

場業事定測 日月年定測 度強気臭 数指気臭 度強気臭：考参 5.2 たしと
値準基数指気臭の合場

場工造製品製機無Ｄ 22.9.22H 0013 53 54< ～ 05

場工学化機無Ｅ 22.9.22H 55 71 02< ～ 52

表２－３ 市内工場の臭気指数測定結果
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【アンモニア：NH3】  特有の刺激臭

畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造

業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理

場、し尿処理場、下水処理場等

【ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ：CH3SH】（腐ったたまねぎ臭）

クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、下水
処理場、ごみ処理場、し尿処理場等

【硫化水素：H2S】（腐った卵臭）

畜産農業、クラフトパルプ製造業、でん粉製
造業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン
製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理
場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等

【硫化メチル：（CH3)2S】
【二硫化メチル：（CH3)2S2】

（腐ったキャベツ臭）
クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ

処理場、し尿処理場、下水処理場等

【トリメチルアミン：（CH3）3N】（腐魚臭）

畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、

水産かん詰製造業等

【アセトアルデヒド：CH3CHO】（青臭い刺臭）

アルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造

工場、クロロプレン製造工場、たばこ製造業、複合肥料

製造工場、魚腸骨処理場

【スチレン：C6H5CHCH2】（エーテル臭）

スチレン製造業、ポリスチレン製造工場、Ｓ
ＢＲ製造工場、ＦＲＰ製品製造工場、化粧合板
製造工場

【ノルマル酪酸：CH3(CH2)2COOH】

【イソ吉草酸:(CH3)2CHCH2COOH】

【ノルマル吉草酸:CH3(CH2)3COOH】

【プロピオン酸:CH3CH2COOH】

（むれた靴下の臭い）
畜産農業、化製場、でん粉製造業等

【プロピオンアルデヒド：CH3CH2CHO】

【イソブチルアルデヒド：(CH3)2CHCHO】

【ノルマルブチルアルデヒド：CH3(CH2)2CHO】

（甘酸っぱい焦げた刺激臭）
焼き付け塗装工程を有する事業場等

【ノルマルバレルアルデヒド：CH3(CH2)3CHO】

【イソバレルアルデヒド：(CH3)2CHCH2CHO】

（むせるような甘酸っぱい焦げ臭）

焼き付け塗装工程を有する事業場等

【イソブタノール：(CH3)2CHCH2OH】

（発酵した刺激臭）
塗装工程を有する事業場等

【酢酸エチル：CH3CO2C2H5】
【メチルイソブチルケトン：CH3COCH2CH(CH3)2】

（刺激的なシンナー臭）

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

【トルエン：C6H5CH3】
【キシレン：C6H4(CH3)2】

（ガソリン臭）
塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
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第７部　その他の環境

第１７回　環境を考えるポスター展　応募作品より
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日立市環境基本条例

平成 11 年 12 月 22 日

条 例 第 1 9 号

日立市は、阿武隈山地と太平洋に囲まれた自然環境に恵まれたまちである。先人たちは、これら

の自然の恵みの下で生活を営み、住みよいまちを築き上げる努力を続けてきた。

しかしながら、今日の社会経済活動は、利便性の向上と物質的な豊かさをもたらした一方で、資

源やエネルギーを大量に消費することなどにより、環境汚染や自然破壊など環境への影響を増大さ

せ、人類の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。

私たちは、安全で快適な生活を営むために健全で豊かな環境の恵みを享受する権利を有するとと

もに、その環境を将来の世代に引き継いでいく責務を有する。

私たちは、生態系の一部として存在し、限りある環境から多くの恵みを受けていることを自覚し、

人と自然との共生を適切に確保するとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を

構築していくため、市民、事業者及び市が連携し、協力し合って、良好な環境を創造していく社会

を目指すことを決意し、この条例を制定する。

   第１章 総 則

（目 的）

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市

民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（定 義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原

因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る

環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するものをいう。
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(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲に

わたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、

土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）

及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生

活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずること

をいう。

（基本理念）

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が健全で豊かな環境の恵みを享受するととも

に、人類の存続の基盤である限りある環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなけ

ればならない。

２ 環境の保全及び創造は、人と自然とが共生できるような多様な自然環境が体系的に保全される

ように行われなければならない。

３ 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が構築されることを

目的として、市、事業者及び市民の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければな

らない。

４ 地球環境保全は、市、事業者及び市民が自らの課題であることを認識して、それぞれの事業活

動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び

創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる

公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって

は、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られるよう

に必要な措置を講ずる責務を有する。

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他

の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄され

ることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生
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資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならな

い。

４ 前３項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴

う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保

全及び創造に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

（市民の責務）

第６条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならな

い。

２ 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する

環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

   第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針

（施策の基本方針）

第７条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念

にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを

総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康を保護し、及び生活環境を保全し、並びに自然環境を適正に保全するように、大

気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、

森林、緑地、水辺等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保

全すること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いを保つとともに、身近な緑や水辺などに恵まれた生活環境の

確保、地域の特性が生かされた良好な景観の形成及び歴史的文化的資源の保全を図ること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を推進することにより、環

境への負荷の低減を図ること。

(5) 地球環境保全の推進を図ること。

（環境基本計画）

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本とな

る計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるように必要

な措置を講ずるものとする。

４ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ日立市環境審議会の意見を聴かなけ

ればならない。

５ 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

６ 前３項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

   第３章 環境の保全及び創造のための基本的施策

（施策の策定等に当たっての配慮）

第９条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境

の保全及び創造について配慮しなければならない。

（規制等の措置）

第１０条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講ずるものとする。

(1) 公害を防止するために必要な規制の措置

(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するため

に必要な規制の措置

２ 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止する

ため、必要な規制及び指導の措置を講ずるように努めなければならない。

（環境影響評価の推進）

第１１条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、そ

の事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又

は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推

進するため、必要な措置を講ずるものとする。

（環境の保全に関する協定）

第１２条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者又は開発行為を行おうとする者と環
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境の保全に関し必要な協定を締結するように努めるものとする。

（経済的措置）

第１３条 市は、事業者及び市民が自ら環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保

全及び創造に資する措置をとることを助長するため必要があるときは、適正な助成その他の措置

を講ずるように努めるものとする。

（環境の保全に関する施設の整備の推進）

第１４条 市は、環境への負荷の低減のための施設の整備及び公園、緑地その他の快適な生活の確

保のための施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

（資源の循環的な利用等の促進）

第１５条 市は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正処理に

関し、必要な措置を講ずるものとする。

（環境の保全及び創造に関する教育等の推進）

第１６条 市は、環境の保全及び創造に関する教育、学習の振興並びに広報活動の充実により、事

業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これに関する活動を行う

意欲を増進させるため、必要な措置を講ずるものとする｡

（市民等の自発的な活動の促進）

第１７条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「市民等」という。）

が自発的に行う緑化活動、再生資源の回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動の促進

を図るため、必要な措置を講ずるものとする｡

（情報の提供）

第１８条 市は、前２条に定める事項を推進するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつ

つ環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する活動の事例その他の環境の保全及び創造に関

し、必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

（調査の実施）

第１９条 市は、環境の状況の把握、環境の変化の予測に関する調査その他の環境の保全及び創造

に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
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（監視等の体制の整備）

第２０条 市は、環境の状況を把握し、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために

必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

（事業者の環境管理等の促進）

第２１条 市は、事業者がその事業活動に伴う環境への負荷の低減について効果的に取り組めるよ

うに、事業者が自ら行う環境管理（環境の保全及び創造に関する方針の策定､目標の設定、計画

の作成、体制の整備等をいう。）及びこれに関する監査等が促進されるように必要な措置を講ず

るものとする｡

（市民等の意見の反映）

第２２条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民等の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする。

（市民等との協力）

第２３条 市は、市民等と協力して、環境の保全及び創造を推進するために必要な措置を講ずるも

のとする。

（国及び他の地方公共団体との協力）

第２４条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策について、国及び

他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

（地球環境保全に関する国際協力）

第２５条 市は、国、他の地方公共団体及び市民等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推

進に努めるものとする。

   第４章 環境審議会

（環境審議会の設置等）

第２６条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、日立市環境審議会(以下

｢審議会｣という。)を置く。
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２ 審議会は、市長が委嘱又は任命する委員２０人以内をもって組織する。

３ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

４ 審議会は、第１項に規定する調査審議を行うために必要があるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

５ 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

   第５章 雑 則

（年次報告）

第２７条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策を明らかにした年次

報告書を作成し、これを公表しなければならない。

（個別条例の制定）

第２８条 この基本条例の施行に必要な個別条例は、別に定める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（日立市環境をまもる基本条例の廃止）

２ 日立市環境をまもる基本条例（昭和４９年条例１号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この条例の施行の際現に日立市公害対策審議会規則（昭和４９年規則第６２号）第２条の規定

により委嘱又は任命された日立市公害対策審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、

第２６条第２項の規定により、審議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場

合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第３項の規定にかか

わらず、同日における日立市公害対策審議会規則第３条の規定により委嘱又は任命された日立

市公害対策審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
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（日立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

４ 日立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２４

号）の一部を次のように改正する。

別表附属機関の項中「公害対策審議会」を「環境審議会」に改める。

（日立市公害防止条例の一部改正）

５ 日立市公害防止条例（昭和４９年条例第３６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「日立市環境をまもる基本条例（昭和４９年条例第１号）」を「日立市環境基本条例

（平成１１年条例第１９号）」に改める。

第４条及び第５条を次のように改める

第４条及び第５条 削 除

（日立市緑の保全と緑化の推進に関する条例の一部改正）

６ 日立市緑の保全と緑化の推進に関する条例（昭和５２年条例第４号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「日立市環境をまもる基本条例（昭和４９年条例第１号）」を「日立市環境基本条例

（平成１１年条例第１９号）」に改める。

（日立市空き缶等の散乱の防止に関する条例の一部改正）

７ 日立市空き缶等の散乱の防止に関する条例（平成６年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「日立市環境をまもる基本条例（昭和４９年条例第１号）」を「日立市環境基本条例

（平成１１年条例第１９号）」に改める。

（日立市飼い犬のふん害の防止に関する条例の一部改正）

８ 日立市飼い犬のふん害の防止に関する条例（平成１０年条例第２号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「日立市環境をまもる基本条例（昭和４９年条例第１号）」を「日立市環境基本条例

（平成１１年条例第１９号）」に改める。

－94－



－95－

日立市公害防止条例

昭和 49 年 6 月 26 日

条 例 第 3 6 号

改正 平成11年12月22日条例第19号

日立市公害防止条例（昭和46年条例第4号）の全部を改正する。

第１章  総 則

（目 的）

第１条 この条例は、日立市環境基本条例（平成１１年条例第１９号）の規定に基づき、公

害の防止に必要な事項を定め、もって市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全す

ることを目的とする。

（定 義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによ

る。

(1) 公害 事業活動その他に伴って発生する大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の

状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、

地下水の枯渇及び悪臭によって人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある

財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同

じ。）に係る被害が生ずることをいう。

(2) 指定施設等 工場又は事業場（以下「工場等」という。）に設置されている施設又

は作業のうち規則で定めるものをいう。

(3) 事業者 工場等の事業主をいう。

（責 務）

第３条 市民は、常に自ら公害を発生させないように努めるとともに、市長が行う公害防止

の施策に協力しなければならない。

２ 事業者は、公害を防止するために必要な措置を講じ、常に法令及び条例に定める規制

基準を遵守するとともに、市長が行う公害防止の施策に協力しなければならない。

３ 市長は、常に公害の実態を掌握するとともに、公害を防止するための施策を講じ、市
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民の生活環境の整備と公害の防止に努めなければならない。

第４条及び第５条 削除

（援 助）

第６条 市長は、公害防止施設の整備を促進するため、当該施設の設置若しくは改善又は工

場等の移転を行う中小企業者に対し、必要な資金のあっせん若しくは利子の一部補給又は

技術的な援助に努めるものとする。

第２章 公害発生源の規制

第１節 工場等に関する規制

（指定施設等の設置の届出）

第７条 指定施設等を設置しようとする者は、規則で定めるところにより次の事項を市長に

届出なければならない。

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(２) 工場又は事業場の名称及び所在地

(３) 指定施設等の種類（騒音又は振動に係る指定施設にあっては、指定施設等の種類ごとの

数）

(４) 指定施設等の構造（騒音又は振動に係る指定施設等を除く。）

(５) 公害防止の方法又は管理の方法

(６) その他規則で定める事項

（経過措置）

第８条 １の施設又は作業が指定施設等となった際、現にその施設を設置している者（設置

の工事をしている者を含む。）は、当該施設又は作業が指定施設等となった日から３０日

以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届出なければならな

い。

（構造等変更届）

第９条 第７条又は第８条の規定による届出をした者は、その届出に係る第７条第３号から

第５号に掲げる事項（騒音又は振動に係る指定施設等にあっては第７条第３号又は第５号
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に掲げる事項）の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長

に届出なければならない。ただし、騒音又は振動に係る指定施設等にあっては、第７条第

３号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は当該指定施設等を設置して

いる工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

（氏名の変更等の届出）

第１０条 第７条又は第８条の規定による届出をした者は、その届出に係る第７条第１号若

しくは第２号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る指定施設等の使用を

廃止したときは、その日から３０日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に

届出なければならない。

（承 継）

第１１条 第７条又は第８条の規定による届出をした者から、その届出に係る指定施設等を

譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継す

る。

２ 第７条又は第８条の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、

相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者

の地位を承継する。

３ 前２項の規定により第７条又は第８条の規定による届出をした者の地位を承継した者

は、その承継があった日から３０日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長

に届出なければならない。

（実施の制限）

第１２条 第７条又は第９条の規定により届出をした者は、その届出が受理された日から６

０日（騒音又は振動に係るものについては、３０日）を経過した後でなければ、それぞれ

の届出に係る指定施設等を設置し、又はその届出に係る事項の変更をしてはならない。

２ 市長は、第７条又は第９条の規定により届出に係る事項の内容が相当であると認める

ときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

（計画変更命令）

第１３条 市長は、第７条又は第９条の規定による届出があった場合において、その届出に

係る指定施設等が規制基準に適合しないと認めたときは、その届出を受理した日から６０

日（騒音又は振動に係るものについては、３０日）以内に限り、その届出をした者に対し、
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その届出に係る指定施設等の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法に関する

計画の変更又は指定施設等の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

（改善命令）

第１４条 市長は、指定施設等から公害が発生し、又は発生のおそれのある場合には、その

事業者に対し、速やかに防止についての必要な措置をとることを勧告することができる。

２ 前項の規定により勧告を受けた者は、速やかにその防止について必要な措置を講じな

ければならない。

３ 第１項の規定により勧告を受けた者がその防止に必要な措置を講じないときは、期限

を定めて当該指定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

（改善措置の届出）

第１５条 前条の規定により勧告又は改善命令を受けた者は、その勧告又は改善命令に基づ

く改善の措置をとったときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

（工場新設等の事前協議）

第１６条 工場等を新設若しくは増設又は大幅な施設の変更をしようとする者は、その着工

の９０日前までに、事業計画及び公害防止方法等に関し、規則で定めるところにより市長

に協議しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたものについてはこの限りで

ない。

２ 市長は、前項の規定により協議がなされたときは、公害防止に係る必要な指導及び助

言をするとともに、必要と認めたものについて、公害防止に関する協定等を締結するも

のとする。

（事故時の措置等）

第１７条 事業者は、事故により公害を発生し、人の健康若しくは生活環境に著しく被害が

あり又はそのおそれのあるときは、直ちにその事故について必要な応急措置を講ずるとと

もに、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。

２ 市長は、前項の規定に係る事業者に対し、その事故の拡大または再発防止のために必

要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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（下請事業者に対する指導等）

第１８条 事業者は、その下請事業者に対し、公害及び事故の発生を予防するため、指導、

監視を行い、公害及び事故の防止に努めるものとする。

第２節  規制基準

（規制基準）

第１９条 次の各号に掲げる規制基準は、規則で定める。

(１) 指定施設等に係る排出基準

(２) 指定施設等に係る管理基準

（遵守義務）

第２０条 指定施設等を設置している者又はその施設等の作業に従事している者は、前条の

規制基準を遵守しなければならない。

（屋外燃焼行為の禁止）

第２１条 事業者は、住居が集合している地域及びその周辺において、ゴム、ピッチ、皮革、

合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って著しくばい煙又は悪臭を発生するおそれのある物質

を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、ばい煙又は悪臭の発生を防止する

方法で燃焼させる場合であって、その燃焼行為の日の３日前までに規則で定めるところに

より市長に届出たときは、この限りでない。

第３章  雑 則

（調査の請求）

第２２条 市長は、公害を受け、若しくは公害を発生させ、又はそのおそれのある者から調

査の請求があったときは、速やかに調査し、その結果を当該請求者に通知するものとする。

（報告の徴収及び立入検査）

第２３条 市長は、公害を発生させている者若しくは公害を発生させるおそれのある者に対

し報告を求め、又は職員を必要な場所に立ち入らせ、調査若しくは検査をさせることがで

きる。



－100－

２ 前項の規定により調査若しくは検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 関係者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は調査若しくは検査を拒み、妨げ若しくは忌避してはならない。

（公害苦情相談員）

第２４条 公害に関する苦情について、市民の相談に応じ、その適切な処理に必要な調査そ

の他の事務を行うため市に公害苦情相談員を置く。

２ 前項の規定による公害苦情相談員は、職員のうちから市長が指名する。

（委 任）

第２５条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

第４章  罰 則

第２６条 第１３条又は第１４条第３項の規定による命令に違反した者は、１０万円以下の

罰金に処する。

第２７条 次の各号の一に該当する者は、５万円以下の罰金に処する。

(１) 第７条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(２) 第８条又は第９条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(３) 第12条の規定に違反した者

(４) 第17条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(５) 第23条第３項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第２８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則

（施行期日）

１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（昭和４９年規則第６０号で昭和５０年１月１日から施行）
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（経過措置）

２ 改正前の日立市公害防止条例（昭和４６年条例第４号）の規定に基づく利子補給金の交

付、公害防止計画書の届出及び日立市公害対策審議会委員の任命又は委嘱はこの条例の規

定によってなされたものとみなす。

【参  照】

第２条 日立市公害防止条例施行規則第２条・別表第１

第７条 日立市公害防止条例施行規則第３条・第４条・第５条・第１５条・様式第１号・様

式第２号・様式第３号・様式第１３号

第８条 日立市公害防止条例施行規則第３条・第４条・第１５条・様式第１号・様式第２

号・様式第３号・様式第１３号

第９条 日立市公害防止条例施行規則第４条・第１５条・様式第１号・様式第２号・様式第

３号・様式第１３号

第１０条 日立市公害防止条例施行規則第５条・様式第４号・様式第５号

第１１条 日立市公害防止条例施行規則第６条・様式第６号

第１５条 日立市公害防止条例施行規則第７条・様式第７号

第１６条 日立市公害防止条例施行規則第８条・様式第８号

第１７条 日立市公害防止条例施行規則第９条・様式第９号

第１９条 日立市公害防止条例施行規則第１０条・別表第２

第２１条 日立市公害防止条例施行規則第１１条・様式第１０号

第２２条 日立市公害防止条例施行規則第１２条・様式第１１号

第２３条 日立市公害防止条例施行規則第１３条・様式第１２号

第２７条 日立市公害防止条例施行規則様式第１２号

全般  日立市公害防止条例施行規則第１条・第１４条
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                                                        平成19年 3月 28日
                                                              条 例 第 １ 号
 （目  的）
第１条　この条例は、日立市環境基本条例（平成 1 1 年条例第 1 9 号）の規定に基づき、落
書きの防止に関し必要な事項を定めることにより、地域の環境美化と景観の保全を図
り、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。

 （定  義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
( １) 　落書き　道路、公園その他の公共の施設又は建物その他の工作物等に、権原のあ
る者の承諾を得ることなく、塗料等により、文字、図形、模様等を書く行為をいう。
( ２) 　市民　本市に居住し、又は滞在する者をいう。
( ３) 　事業者　本市において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
( ４) 　建物所有者等　本市に所在する建物その他の工作物等を所有し、占有し、又は管
理する者をいう。

 （落書きの禁止）
第３条　何人も、落書きをしてはならない。

 （市の責務）
第４条　市は、市民、事業者及び建物所有者等と協力し、落書きの防止に関する啓発そ
の他必要な施策の実施に努めなければならない。

 （市民及び事業者の責務）
第５条　市民及び事業者は、市が実施する落書きの防止に関する施策に協力するよう努

めるものとする。

 （建物所有者等の責務）
第６条　建物所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する建物その他の工作物等へ
の落書きを防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する落
書きの防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 （委  任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 （罰  則）
第８条　第３条の規定に違反して落書きをした者は、5 0 , 0 0 0 円以下の過料に処する。

   附　則
この条例は、平成 1 9 年７月１日から施行する。

　　　日立市落書きの防止に関する条例　
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環 境 保 全環 境 保 全環 境 保 全環 境 保 全環 境 保 全

◎ 温室効果ガス

す大気中に拡散された温室効果をもたらす気体のこと。とりわけ産業革命以降、代表的

な温室効果ガスである二酸化炭素やメタンのほか、フロンガスなど人為的な活動により大

気中の濃度が増加の傾向にある。京都議定書では、温暖化防止のため、二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素のほかHF C類、P F C類、S F 6が削減対象の温室効果ガスと定められた。

◎ 環境影響評価（環境ｱｾｽﾒﾝﾄ：Environmental Assessment）

大規模な住宅団地、工業団地、港湾、高速道路などの開発行為の実施に先立ち、計画段

階から開発が大気、水、生態系等の環境に与える影響を予測、評価し、予防策や代替案を

比較、検討することをいう。この制度化にあたっては、調査結果の公表により調査や評価

に住民の意志を反映させることが重要な要素となる。

◎ 環境月間

1 9 7 2 (昭和47 )年6月にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議に

おいて「人間環境の擁護、向上は人類の至上の目標である」として、「人間環境宣言」が

採択され、環境問題が世界共通の重要な問題として認識されることになった。

これを記念して、国連では毎年6月5日を「世界環境デー」、日本では「環境の日」とし

ている。また、環境庁の主唱により６月を環境月間とし各種の普及啓発事業が行われてい

る。

◎ 環境基本法

今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、「環境に

やさしい社会｣ を築いていくための国の環境政策の新たな枠組みを示す基本的な法律で平

成5年11月1 9日に公布、施行された。

◎ 公害防止計画

環境基本法第1 7 条に基づき、総合的に公害防止施策を講ずることが必要な地域につい

て、内閣総理大臣の指示により都道府県知事が策定し、内閣総理大臣が承認する。

本市を含む日立地域は、1976(昭和51)年から1986(昭和61)年度までを計画期間として計

画が実施された。

◎ 公害防止協定

公害防止のひとつの手段として、地方自治体や住民等が企業との間で締結する協定をい

う。企業の責務内容を法令より厳しく定め、企業が自主的に公害防止に努めるもの。

◎ 地球温暖化

地球を取りまく大気中の二酸化炭素、メタン、フロンなどの微量ガスは、地表から宇宙

へ放出される赤外線を吸収する性質を持ち、地表の温度を生物の生存に適した程度に保っ

ている。

近年、これらのガスの大気中の濃度が着実に増加していることが広く観察されている。

用  語  解  説
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◎ 公　害

「公害」という言葉は、産業公害、都市公害、食品公害、農薬公害などいろいろな意味

で使われている。これについて、環境基本法第２条では「公害」とは、「環境の保全上の

支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水

質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む）、土壌の汚染、騒

音、振動、地盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭に

よって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義している。

しかし、最近では環境全体の調和や秩序をみだすものとして「環境汚染」、あるいは

「環境破壊」という言葉と同じ意味で「公害」を幅広くとらえようとする傾向がある。

◎ 環境基準

環境基本法第1 6条に基づき、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環

境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持される

ことが望ましい基準」として国が定める基準をいう。

環境基準は、公害防止に関する各種の施策を実施するうえで行政上の達成すべき目標で

あり、直接に公害の発生源を規制するものではない。

◎ 規制基準

騒音規制法、振動規制法に基づく特定工場等において発生する騒音、振動の敷地境界線

における許容限度及び悪臭防止法に基づく悪臭物質を排出させる事業場の敷地境界線にお

ける許容限度をいう。これには改善命令等の行政処分が伴う。

◎ 総量規制

環境基準を達成するために、地域内の汚染物質の総排出量を許容量以下に抑えることを

目的として、地域内にある工場等に排出量を割り当てて規制する方法。現在、大気汚染防

止法（硫黄酸化物と窒素酸化物）と水質汚濁防止法（ＣＯＤ）に基づく総量規制がある。

　　　　　　　　　　　　

公 害 防 止公 害 防 止公 害 防 止公 害 防 止公 害 防 止

このような増加は地表の温度を上昇させ、その結果、人間をはじめ、広く生態系に深刻な

影響を及ぼすのではないかと懸念されている。

◎ 地球環境問題

人類の将来にとって大きな脅威となってきている地球規模の環境問題で、現在、地球の

温暖化・オゾン層の破壊・熱帯林の減少・砂漠化・海洋汚染・開発途上国の公害・野生生

物種の減少・有害廃棄物の越境移動の９項目について取組がなされ、それぞれの問題の因

果関係が相互に複雑にからみあっている。
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◎アスベスト（石綿）

天然にできた鉱物繊維で、熱や摩擦に強く切れにくく、また、酸やアルカリにも強いな

ど、丈夫で変化しにくい特性をもっている。建材製品や石綿工業製品に使用されており、

吸い込んで肺に入ると肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起こすおそれがある。

◎硫黄酸化物（ＳＯｘ）

石油、石炭等硫黄を含む燃料の燃焼に伴い発生する。一般的に燃焼過程で発生するのは

大部分が亜硫酸ガス（ＳＯ2：二酸化硫黄）である。硫黄酸化物は腐食性のあるガスで、

また、刺激性が強く人の呼吸器に影響を与えたり植物を枯らしたりする。

◎Ｋ　値

硫黄酸化物の許容排出量を求める際に使用する大気汚染防止法で定められた定数。Ｋ値

は地域ごとに定められ、施設が集合して設置されている地域ほど規制が厳しくＫ値も小さ

くなる。

◎ 濃度規制

工場等から排出されるばい煙や、排水中に含まれる汚染物質の割合を一定濃度以下に規

制する方法で、通称ｐｐｍ規制ともいわれている。法による規制方式のうち総量規制に相

対するものとして用いられる。

◎ 排出基準、排水基準

大気汚染防止法、水質汚濁防止法に基づく規制対象施設、特定事業場から排出される汚

染物質の許容限度をいう。規制基準と同じ行政処分の他に刑法に基づく刑事処分が伴う。

大 気 汚 染大 気 汚 染大 気 汚 染大 気 汚 染大 気 汚 染

       1ppm  ＝  100万分の1 ＝  0.0001％

 1000ppm  ＝     千分の1 ＝  0.1％
10000ppm  ＝     百分の1 ＝  1％

   1ppb＝ 0.001ppm＝ 10億分の1＝0.0000001

1000ppb＝    1ppm ＝100万分の1＝0.0001％

ｇ　(ｸﾞﾗﾑ)

ｍｇ(ﾐﾘｸﾞﾗﾑ)

μｇ(ﾏｲｸﾛｸﾞﾗﾑ)

ｎｇ(ﾅﾉｸﾞﾗﾑ)

ｐｇ(ﾋﾟｺｸﾞﾗﾑ)

１０－３　ｇ(千分の1ｸﾞﾗﾑ)

１０－６　ｇ(100万分の1ｸﾞﾗﾑ)

１０－９　ｇ(10億分の1ｸﾞﾗﾑ)

１０－１２ｇ(1兆分の1ｸﾞﾗﾑ)

◎ ｐｐｍ（parts per million）

1 0 0 万分の1 を単位として、濃度や含有率

を表す容量比、重量比のこと。cm 3/ m 3、m g /

k g などのことをいう。また、河川などの水

質を表す場合にも、水１リットル中に存在し

ている物質の量（m g）を表す濃度m g / lを慣

用的にp p mで表すことがある。

◎ ｐｐｂ（parts per billion）

1 0億分の1を単位として、濃度や含有率を

表す容量比、重量比のこと。

◎ 微量物質のための単位（重さを測る場合）
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 　硫黄酸化物許容排出量ｑ(Nm3/h)＝Ｋ×0.001×Ｈe2

 　　　Ｈe：排出ガスの温度・流速・排出ガス量による上昇分を加えて補正した排出口(煙突)の高さ

◎光化学スモッグ（光化学オキシダント：Ｏx ）

自動車、工場等からの排出ガスに含まれる窒素酸化物や炭化水素が原因物質となり、太

陽の紫外線を受け大気中で光化学反応を起こし、二次汚染物質のオゾン、ＰＡＮ

（Peroxy-acetylnitrate）等の酸化力の強い物質を生成する。この二次汚染物質を総称し

て光化学オキシダントと呼んでいる。

光化学スモッグの発生は、このオキシダントが原因で起こる。特に陽射しの強い夏季に

多く発生し、ある濃度以上になると目や喉などの粘膜を刺激する。

◎Ｎｍ３（ノルマル立方メートル）

気体の体積は圧力、温度によって変化するので、量を比較するには一定の状態に換算す

る必要がある。大気汚染防止法においては、１気圧、０℃の標準状態に換算して表示する。

◎窒素酸化物（ＮＯx）

窒素酸化物は、一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ2）の総称として用いられてい

る。燃料の燃焼に伴って燃料や空気中の窒素が酸化することにより発生する。二酸化窒素

は高濃度で呼吸障害を引き起こすほか、酸性雨や光化学スモッグ発生の原因物質の一つと

なっている。

◎ 降下ばいじん

大気中の粒子状物質のうち、比較的粒径が大きく、重力や雨などにより降下するものの総

称。降下ばいじん量は１か月の間に１km2当たり何トン降下したか（ｔ／km2・30日）で表す。

◎ 炭化水素（ＨＣ）

炭素と水素からなる化合物の総称。炭化水素には、主に自然界を発生由来とするメタン

（ＣＨ4：都市ガスなどに含まれる）と、人為的に排出される非メタン炭化水素（メタンを除

く炭化水素の総称）に大別される。非メタン炭化水素は光化学スモッグ発生の原因物質の一

つとなっている。塗料、印刷工場、重油等の貯蔵タンク等から直接大気中に排出される

他、自動車排出ガス等に不完全燃焼物として含まれている。

◎ ２％除外値（９８％値）

大気の汚染に係る二酸化硫黄、浮遊粒子状物質等の環境基準適合の判定に用いる。1 年

間の日平均値を大きい順に並べたとき、異常値や突発的な不確定要素が多いと考えられ

る、測定値の高い方から2％の範囲内にあるものを除外した最高値を2％除外値、または9 8

％値と呼び評価を行う。

◎ 浮遊粒子状物質：ＳＰＭ（Suspended Particulate Matter）

大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒径が10マイクロメートル(1mmの100分の1)以下のも
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◎ ハイボリュームエアサンプラー

ポンプによって大気を吸引し、ガラス繊維のフィルターを通して、大気中の粒子を捕集す

る測定装置。24時間連続運転で1000m 3以上の空気を吸い込み、粒径0.2μm以上の粒子の98

％以上を捕集できる。

◎ ローボリュームエアサンプラー

大気中の浮遊粒子状物質の重量濃度を測定する装置で、粒径1 0μm以下の粉じんのみを

捕集するように作られている。

◎ 有害大気汚染物質

大気汚染防止法には｢ 継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質

で大気汚染の原因となるもの、ただし、ばい煙及び特定粉じんに係る規制対象物質を除

く｣と規定がされている。19 9 6年(平成8年)に中央環境審議会答申により｢有害大気汚染物

質に該当する可能性がある物質｣2 3 4物質が示され、この中から健康リスクがある程度高い

と考えられる｢優先取組物質｣2 2物質が指定された。その後、排出または飛散を早急に抑制

しなければならない物質｢指定物質｣としてベンゼン等4物質についての環境基準が設定さ

れた。なお、ダイオキシン類は新たな法規制がなされた。さらに、中央環境審議会答申に

よる「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値

(指針値)」が答申され、2003年(平成15年)にアクリロニトリル等4物質、2006年(平成18

年) にクロロホルム等3 物質について、それぞれ指針値が設定された。

優先取組物質(2 3物質)

アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー（別名：クロロエチレン、塩化ビニ

ル）、塩化メチル（別名：クロロエタン）、クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、クロ

ロホルム、酸化エチレン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン（別名：塩化メチレン）、水銀及び

その化合物、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、ニッケル化

合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a] ピ

レン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物

◎ 一般項目（生活環境項目）

環境基本法の生活環境に係る環境基準に指定されている項目を指し、河川の場合はｐ

Ｈ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数また海域の場合はｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌群

数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）の項目がある。

水 質 汚 濁水 質 汚 濁水 質 汚 濁水 質 汚 濁水 質 汚 濁

のを呼ぶ。

人工的な発生源としては、自動車、工場、鉱山などのばいじんや粉じんなど、自然界に由

来するものとしては、土壌粒子、海塩粒子、火山活動などがある。人体に対しては肺や気管

等に沈着して呼吸器に影響を及ぼすといわれている。
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◎ 健康項目

環境基本法の人の健康に係る環境基準に指定されている項目を指し、シアン、有機水

銀、カドミウム、鉛、６価クロム、ヒ素、総水銀、ＰＣＢ等の2 6項目が指定されている。

これらの物質は慢性毒性もあり、急性毒性も強く人の健康を阻害する物質である。また将

来、環境基準項目へ移行する可能性のある物質として要監視項目を設定し、ｸﾛ ﾛ ﾎ ﾙ ﾑ、ﾌ ｪ ﾆ

ﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)、ｵｷｼﾝ銅(有機銅)、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾆｯｹﾙ等の26項目を指定している。

◎ クロム（Ｃｒ）、６価クロム（Ｃｒ6+）

金属クロムは極めて安定で、日用品、装飾品等に広く利用されている。しかし、水溶性

のクロム化合物になると、３価クロムは比較的低毒性であるが、６価クロムは皮膚、粘膜

の腐食性が強く、これを含む水の摂取を続けると、肝臓、腎臓、ひ臓等への蓄積が認めら

れ機能低下を引き起こす。また、多量に摂取すると嘔吐、腹痛、けいれん等を起こし、死

にいたる場合もある。６価クロムを多く扱う所としては、めっき工場、無機化学工場、革

なめし工場等がある。

◎ シアン（ＣＮ）

青酸カリ、シアン化カリウム等の名で知られている、青酸（シアン化水素）及びその化

合物。体内に入ると呼吸困難を起こし、死にいたらしめる猛毒で、経口致死量は0 . 0 6 g／

人といわれている。シアンを使用するめっき液には、主に青酸ナトリウム（シアン化ナト

リウム）が使われている。

◎ ＣＯＤ(化学的酸素要求量：Chemical Oxygen Demand)

海域や湖沼の水質を表す代表的な指標。酸化剤(過ﾏﾝｶ ﾞ ﾝ酸ｶﾘｳ ﾑ )を用いて水中の有機物

を酸化分解する際に消費される酸素の量をmg / lで表したもの。ＣＯＤの値が大きいほど水

質の汚濁が進んでいることを意味する。

◎ 大腸菌群

人間又は動物の排泄物による水の汚濁指標として用いられる。大腸菌には、温血動物の

腸内に生存しているものと、草原や畑などの土中に生存しているものとがあるが、これを

分離して測定することが困難なので、一括して大腸菌群として測定している。

◎ ＤＯ（溶存酸素：Dissolved Oxygen）

水中に溶け込んでいる酸素。水中に汚染源となる有機物が増えると、それを分解する微

生物のために消費されて減少する。きれいな川の水には、7～1 0 m g / l含まれている。魚が

棲むためには、5mg/l以上は必要といわれている。また、1mg/l 以下になると、底質から

硫化水素等の有害ガスが発生して水質は著しく悪化する。

◎ ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量：BioChemical Oxygen Demand)

河川の水質を表す代表的な指標。水中の有機物が、微生物によって浄化される際に消費
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される酸素の量をm g / l で表したもの。ＢＯＤの値が大きいほど、その水中には汚濁物質

（有機物）が多く、水質の汚濁が進んでいることを意味する。

◎ ７５％水質値

河川や海域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの環境基準の評価方法として用いられる。年間の

日平均値のデータ（データ数ｎ）を小さいものから順に並べ、0. 7 5×ｎ番目のデータを75

％水質値という。すなわち、年間を通じて、3／4（7 5％）の日数は、その値を超えない水

質を示す。

◎ ノルマルヘキサン抽出物質(n-ﾍｷｻﾝ抽出物質)

ノルマルヘキサンにより抽出される物質をいう。主として水分に含まれる比較的揮発し

にくい炭化水素、炭化水素誘導体、グリース油状物質等があり、通常油分等といわれてい

る。工場排水の場合は、動植物油及び鉱物油とに分けて排水基準が定められている。

◎ 浮遊物質（ＳＳ：Suspended Solids）

粒径2 m m 以下の水に溶けない懸濁性物質をいい、水の濁りの一因となる。浮遊物質が多

くなると、日光の透過を妨げ水域の自浄作用を阻害したり、魚類のエラをふさいでへい死

させたりする。一般に水域の正常な生物活動を維持するには浮遊物質の濃度は25m g / l以下

が望ましいとされている。

◎ ｐＨ（水素イオン濃度）

酸性、アルカリ性を示す指標。7 を中性とし、これより数値が小さくなるほど強い酸性

を示し、数値が大きくなるほど強いアルカリ性を示す。特別な場合を除き、河川の表流水

はｐＨ7付近にあり、海水はｐＨ8. 2付近とややアルカリ性になっているのが普通である。

◎ ６段階臭気強度表示法

においの強さを6段階に分け、0から5までの数値で表示したもの。敷地境界線の規制基

準の範囲（臭気強度2.5～3. 5に相当する）は、この臭気強度に対応する特定悪臭物質の濃

度及び臭気指数との関係を基にして定められている。

悪 　 臭 　悪 　 臭 　悪 　 臭 　悪 　 臭 　悪 　 臭 　

度強気臭 容　　　　内

０ 臭無

１ ）度濃値閾知検（いおにるきで知感とっや

２ ）度濃値閾知認（いおにい弱るかわがかかいおにの何

)5.2( ）間中の３と２（

３ いおにるきで知感に楽

)5.3( ）間中の４と３（

４ いおにい強

５ いおにな烈強
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◎ 振動レベル

振動の感じ方は、振幅、周波数などによって異なる。公害に関する振動の大きさは、物

理的に測定した振動の加速度を周波数別に補正した結果で表す。これを振動レベルとい

い、d B （デシベル）を単位として表す。

◎ 騒音レベル

音に対する人間の感じ方は周波数によって異なる。騒音の大きさは物理的に測定した音

の大きさを、周波数別に補正した結果で表す。これを騒音レベルといい、デシベルまたは

dB(A)を単位として表す。

◎ 時間率騒音レベル（ＬN）

騒音レベルが、測定時間ＴのＮ％の時間にわたってあるレベル値を超えている場合、そ

のレベルをＮ％時間率騒音レベルといい、統計的な指標である。旧環境基準で用いられて

きた中央値（Ｌ50）は、その騒音レベル以上の占める時間の割合が5 0％であるレベル値で

ある。Ｌ5 0は安定した測定値が得られやすいが、高レベルの騒音の発生に対しては敏感な

指標ではない。

◎ 等価騒音レベル（Ｌeq）

測定時間Ｔでの変動する騒音レベルのエネルギー的な平均値であり、音響エネルギーの

総曝露量を時間平均した物理的な指標である。このため、発生頻度が少なく高レベルの騒

音（たまに通過する大型車等）に対しても比較的敏感な指標であり、睡眠影響やアノイア

ンス（人に感じられる感覚的なうるささ）との対応にも優れている。

◎ デシベル（dB）

振動及び騒音の測定における単位。「振動レベル」「騒音レベル」の項を参照。

◎ 用途地域

都市計画法により市街地の土地利用を制限するため指定された地域で、第1 種低層住居

専用、第2種低層住居専用、第1種中高層住居専用、第2種中高層住居専用、第1種住居、第

2種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業及び工業専用各地域に分けられている。

騒音、振動は、この用途地域別にその基準値、規制値が定められている。

騒音・振動騒音・振動騒音・振動騒音・振動騒音・振動
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そ の 他 の 環 境そ の 他 の 環 境そ の 他 の 環 境そ の 他 の 環 境そ の 他 の 環 境
◎ 最終処分

廃棄物の最終段階をいう。これには、埋立処分、海洋投入処分があり、法令により一定

の処理基準が定められている。埋立処分としての最終処分場には、「一般廃棄物の処理施

設としてのもの」と「産業廃棄物の処理施設としてのもの」とがあり、後者には安定型処

分場（廃プラスチック等）、管理型処分場（汚泥類等）及びしゃ断型処分場（有害物質を

埋立基準以上含む廃棄物）がある。

◎ 産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック

類等法令で定められた1 9種類の廃棄物をいう。産業廃棄物は、排出事業者の責任において

処理しなければならないこととされており、他者に委託して処理する場合には産業廃棄物

処理業の許可を受けた業者に委託しなければならない。

◎ 酸性雨

雨は、空気中の炭酸ガスを吸収して、弱酸性であるが、工場のばい煙や自動車の排気ガ

スなどで汚染された空気が雨雲と混じりあうと、硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）

を吸収し、硫酸イオンや硝酸イオンを含んだ酸性の強い雨が降ってくる。その酸性の雨の

中でも特にｐＨ（水素イオン濃度）5 . 6 以下の酸性の雨を酸性雨と呼んでおり、植物が枯

れることもある。

◎ ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラ

ナーポリ塩化ビフェニル(ｺﾌﾟ ﾗ ﾅ ｰ P C B )の総称で、主として化学物質の合成過程、燃焼過程

などの際に非意図的に生成される。環境中では極めて安定で、一般的に毒性(発がん性･生

殖毒性･催奇形性)の強い種類が多い。毒性の評価は最も毒性が強いと言われる2,3 , 7 , 8 -四

塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を１とした時の他の異性体の相対的な毒性を毒

性等価係数(TEF)で示し、これを用いて異性体の毒性を2,3,7,8-TCDDの等量(TEQ)として表

している。

また、｢人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準｣として大気、水質、土

壌について環境基準が平成11年12月27日に公布、さらに平成12年1月15日には「ダイオキ

シン類対策特別措置法」が施行され廃棄物焼却炉・下水道終末処理施設等の特定施設が指

定されるとともに排出基準が規定され、県への届出や自己監視測定及び報告等も義務付け

られた。

◎ 外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）

動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン

作用に影響を与える外因性の物質のことで、動物の体内のホルモン作用を攪乱することに

より、生殖機能を阻害したり悪性腫瘍を引き起こすなどの悪影響を及ぼしている可能性が

あると指摘されている。現在約7 0 種類の化学物質が環境ホルモンと見なされている。
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地球温暖化防止活動推進センターホームページより

      約２００年前の地球約２００年前の地球約２００年前の地球約２００年前の地球約２００年前の地球 現在の地球現在の地球現在の地球現在の地球現在の地球

産業革命の始まった頃の
二酸化炭素の濃度は２８０ppmでした。

二酸化炭素の濃度は、
現在では３７０ppmを超えてしまいました。

  通常、地球では、太陽から届くエネルギーと釣り合ったエネルギーが宇宙へ向けて放出

されます。表面温度約6 0 0 0 度の太陽から届くエネルギーは主に可視光（目に見える光）で

届き、これは地球の大気をほぼ透過します。一方、表面温度約2 7 度の地球からは目に見え

ない赤外線という波長でエネルギーが放出されます。

　二酸化炭素などの物質はこの赤外線を吸収し、一部を地球側へ跳ね返す性質を持ってい

ます。この作用が温室に似ているため、「温室効果」といわれ、その効果をもたらす二酸

化炭素などのガスを「温室効果ガス」といいます。

  熱を吸収   熱をもっと吸収

温室効果ガス温室効果ガス

温室効果ガスと地球温暖化メカニズム

地球温暖化メカニズムとその影響

　二酸化炭素の排出量が増える

と、大気や地表に溜まる熱が多

くなり、地球の温度を上昇させ

る。今後、このまま温暖化が進

むと２１００年までに平均気温

1.1～6.4℃、平均海水面は18～

59 c mも上昇すると予測されてい

る。そのため自然環境に及ぼす

リスクは増大する。

IPCC第4次評価報告書、第1作業部会報告書より

過去の気温と将来の気温上昇の予測

資料：平成19年版こども環境白書より

＋＋＋＋＋6.46 . 46 . 46 . 46 . 4℃℃℃℃℃

＋＋＋＋＋1.11 . 11 . 11 . 11 . 1℃℃℃℃℃

エネルギーを大量
に消費する生活を
続けた場合

環境を守って、エネル
ギーを循環利用する生
活に変えた場合
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環境保護のため再生紙を使用しています。
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